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京

養
育
費
を
考
え
る
セ
ミ
ナ
ー

　
市
で
は
、
子
育
て
に
対
す
る
不
安
と

精
神
的
負
担
を
軽
減
し
て
い
た
だ
こ
う

と
、
２
月
３
日
日
　
時
か
ら
、
市
役
所

10

８
階
大
会
議
室
で「
心
の
ケ
ア
講
演
会
」

を
入
場
無
料
で
開
催
し
ま
す
。

【
講
師
・
演
題
】 濱
  宮
  郷
  詞
 氏（
コ
ラ
ム

は
ま
 み
や
 さ
と
 
し

ニ
ス
ト
・
作
家
）に
よ
る
「『
家
族
愛
』～

母
子
家
庭
か
ら
得
た
親
子
愛
、三
つ
子
か

ら
も
ら
っ
た
家
族
愛
」と
題
し
た
講
演

【
そ
の
他
】
手
話
通
訳
と
要
約
筆
記
、

託
児
サ
ー
ビ
ス（
２
歳
～
就
学
前
）あ
り

【
問
合
せ
】
児
童
家
庭
課

講
演
会
で
子
育
て
の
ヒ
ン
ト
を

　
４
月
か
ら
保
育
所
と
学
童
保
育
所
に

入
所
を
希
望
す
る
、
乳
幼
児
と
児
童
の

一
次
募
集
の
受
付
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　
締
切
日
以
降
は
、
随
時
受
付
を
行
い

ま
す
。

　
な
お
、
い
ず
れ
も
選
考
に
よ
り
、
入

所
保
留
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
保
育
所
＝
乳
幼
児
の
保
護
者
、
同
居

の
親
族
な
ど
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
理

由
に
よ
り
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
…
①
常
に
家
事
以
外
の
仕
事
を
し

て
い
る
方
／
②
妊
娠
中
か
出
産
後
間
が

な
い
方
／
③
疾
病
や
負
傷
、
精
神
、
身

体
に
障
害
の
あ
る
方
／
④
同
居
し
て
い

る
親
族
を
常
に
介
護
し
て
い
る
方
／
⑤

そ
の
他
、
①
か
ら
④
に
類
す
る
状
態
に

あ
る
方

【
申
込
方
法
】
２
月
８
日
金
ま
で
の
８

時
　
分
～
　
時
　
分
（
土
・
日
を
除
く
）

30

17

15

に
児
童
家
庭
課
、
関
宿
支
所
、
出
張
所
、

市
内
認
可
保
育
所
へ

※
申
込
用
紙
は
、
児
童
家
庭
課
、
関
宿

支
所
、
各
出
張
所
、
市
内
認
可
保
育
所

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

【
開
所
時
間
】
７
時
～
　
時
（
時
間
外

19

保
育
を
含
む
）。
た
だ
し
、
あ
た
ご
・
尾

崎
・
古
布
内
保
育
所
は
　
時
、
南
部
保

20

育
所
は
　
時
、
聖
華
保
育
園
は
　
時

22

21

（
土
は
　
時
）、コ
ビ
ー
プ
リ
ス
ク
ー
ル

18

の
だ
保
育
園
は
　
時（
土
は
　
時
）ま
で

20

18

保
育
時
間
を
延
長

◎
学
童
保
育
所
＝
保
護
者
が
就
労
や
家

庭
の
事
情
で
、
家
庭
保
育
が
困
難
な
場

合
で
、
市
内
の
小
学
校
に
就
学
中
の
１

～
４
年
生
の
児
童
が
対
象

【
申
込
方
法
】
２
月
８
日
金
ま
で
の
８

時
　
分
～
　
時
　
分
（
土
・
日
を
除
く
）

30

17

15

に
児
童
家
庭
課
、関
宿
支
所
、出
張
所
へ

※
申
込
用
紙
は
、
児
童
家
庭
課
、
関
宿

支
所
、
出
張
所
、
市
内
学
童
保
育
所
、

市
内
認
可
保
育
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

【
開
所
時
間
】
小
学
校
下
校
時
刻
か
ら

　
時
　
分
ま
で
。
土
曜
日
や
小
学
校
の

18

30

夏
休
み
な
ど
の
期
間
は
８
時
～
　
時
　

18

30

分
。
た
だ
し
、
北
部
・
み
ず
き
・
三
ケ

尾
・
関
宿
・
南
部
・
南
部
第
二
学
童
保

育
所
は
、　
時
ま
で
保
育
時
間
を
延
長

19

【
問
合
せ
】
児
童
家
庭
課
（
保
育
所
の

こ
と
は
各
保
育
所
で
も
可
）

保
育
所
・
学
童
保
育
所
で

　
　
今
春
の
入
所
児
募
集

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
や
父
、今
後
避
け

が
た
い
離
婚
を
控
え
た
方
に
と
っ
て
、

「
養
育
費
」は
重
要
な
問
題
で
す
。

　
市
で
は
、２
月
　
日
に「
養
育
費
問
題

24

セ
ミ
ナ
ー
」
を
総
合
福
祉
会
館
で
開
催

し
、講
演
会
と
弁
護
士
に
よ
る
個
別
無
料

相
談
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】２
月
　
日
醤
　
時
～
　
時（
講

24

13

17

演
会
は
　
時
　
分
、相
談
は
　
時
か
ら
）

13

15

15

【
講
演
会
】 須
  賀
  昭
  徳
 氏
（
山
梨
学
院

す
 
が
 あ
き
 の
り

大
学
教
授
）に
よ
る「
野
田
市
の
養
育
費

相
談
の
現
状
と
傾
向
」、清
田
乃
り
子
氏

（
弁
護
士
）に
よ
る
「
養
育
費
の
取
り
決

め
等
に
あ
た
っ
て
の
法
的
助
言
」
と
題

し
た
講
演

【
個
別
無
料
相
談
】
定
員
６
人
（
抽
選
）

※
裁
判
で
訴
訟
、調
停
中
の
方
は
不
可
。

【
申
込
方
法
】
事
前
に
電
話
で
児
童
家

庭
課
に
申
込
む

【
問
合
せ
】
児
童
家
庭
課

襖
鴬

横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横
横

児
童
手
当
の
申
請
を
忘
れ
ず
に

   児
童
手
当
は
、
国
の
児
童
手
当
法
に

基
づ
き
、
小
学
校
修
了
前
ま
で
の
児
童

を
養
育
す
る
方
に
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
若
い
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
平
成
　
年
４
月
に
児

19

童
手
当
制
度
が
拡
充
さ
れ
、
３
歳
未
満

の
児
童
を
養
育
す
る
方
へ
の
支
給
額
を

第
１
子
・
第
２
子
の
出
生
順
位
に
よ
ら

ず
一
律
月
１
万
円
と
し
ま
し
た
。

※
た
だ
し
、
３
歳
に
な
っ
た
翌
月
か
ら

は
、
第
１
子
・
第
２
子
の
支
給
額
は
５

千
円
と
な
り
ま
す
。

●
申
請
は
お
早
め
に

　
所
得
制
限
で
受
給
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
が
、
対
象
児
童
を
養
育
し
て

い
な
が
ら
、
い
ま
だ
児
童
手
当
の
申
請

を
し
て
い
な
い
方
は
、
児
童
家
庭
課
や

関
宿
支
所
、
各
出
張
所
で
申
請
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、　
年
５
月
ま
で
に
認
定
さ
れ

20

た
場
合
は
、
申
請
を
し
た
月
の
翌
月
分

か
ら
の
手
当
て
を
、
同
年
６
月
に
支
給

し
ま
す
が
、
申
請
前
の
分
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
現
況
届
未
提
出
の
方
は
手
続
き
を

　
現
在
受
給
中
の
方
は
、　
年
　
月
か

19

10

ら
　
年
１
月
分
を
２
月
８
日
鞘
に
振
り

20
込
み
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
受
給
継
続
の
た
め
の
現
況
届

を
未
提
出
の
方
へ
は
、
振
込
み
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
児
童
家
庭
課
　

　
市
で
は
、
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る

方
や
、
介
護
に
関
心
の
あ
る
方
を
対
象

に
、「
高
齢
者
家
庭
介
護
教
室
」
を
今
年

も
開
催
し
ま
す
。

　
当
日
は
、
日
本
赤
十
字
社
か
ら
講
師

を
迎
え
、
着
せ
替
え
や
シ
ー
ツ
替
え
、

車
い
す
へ
の
移
動
な
ど
、
介
護
者
に
負

担
の
少
な
い
方
法
を
、
講
義
と
実
習
を

交
え
な
が
ら
学
習
し
ま
す
の
で
、
動
き

や
す
い
服
装
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

【
日
程
・
会
場
】
２
月
　
日
鞘
９
時
　

29

30

分
～
正
午
は
保
健
セ
ン
タ
ー
、
　
時
～

14

　
時
　
分
は
関
宿
保
健
セ
ン
タ
ー

16

30

【
定
員
】
各
回
先
着
　
人
30

【
申
込
み
・
問
合
せ
】
事
前
に
電
話
で

高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係
へ

家
庭
介
護
の
講
義
と
実
習ベッドからの起こし方も


